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令和７年12月４日（木曜日） 

───────────────────── 

   午前９時59分開会 

──────────────── 

会議に付託された議案等           

○議案第１号 令和７年度宮崎県一般会計補正 

       予算（第４号）        

○議案第９号 児童福祉法等の一部を改正する 

       法律の施行に伴う関係条例の整 

       理に関する条例        

○議案第13号 訴えの提起について      

○議案第22号 令和７年度宮崎県一般会計補正 

       予算（第５号）        

○議案第29号 令和７年度宮崎県立病院事業会 

       計補正予算（第１号）     

○請願第11号 医療機関の事業と経営維持のた 

       めの診療報酬の再改定、補助金 

       等の財政支援措置についての請 

       願              

○その他報告事項               

・県立病院事業の令和７年度上半期の業務状況 

・宮崎県地域福祉支援計画 第５期計画の素案 

・民生委員・児童委員の一斉改選について（速 

報値） 

○閉会中の継続審査について 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   黒 岩 保 雄 

  委      員   濵 砂   守 

  委      員   日 髙 陽 一 

  委      員   山 下   寿 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

説明のため出席した者 

 病院局 

  病 院 局 長   𠮷 村 久 人 

  病 院 局 医 監 兼 
             嶋 本 富 博 
  県 立 宮 崎 病 院 長 

  病 院 局 次 長 兼 
             高 妻 克 明 
  経 営 管 理 課 長 

  県立宮崎病院事務局長   佐々木 史 郎 

  県立日南病院長   原   誠一郎 

  県立日南病院事務局長   湯 地 正 仁 

  県立延岡病院事務局長   牛ノ濱 和 秀 

 

 福祉保健部 

  福 祉 保 健 部 長   小 牧 直 裕 

  福祉保健部次長 
             市 成 典 文 
  （ 福 祉 担 当 ） 

  福祉保健部次長 
             吉 田 秀 樹 
  （保健・医療担当） 

  こども政策局長   壱 岐 さおり 

  衛 生 技 監   椎 葉 茂 樹 

  福 祉 保 健 課 長   北 薗 武 彦 

  指導監査・援護課長   佐 多 能 成 

  医 療 政 策 課 長   早 川 俊 一 

  国民健康保険課長   上 田 浩 司 

  長 寿 介 護 課 長   井 上 裕 二 

  医 療 ・ 介 護 
             藤 元 信 孝 
  連 携 推 進 室 長 

  障がい福祉課長   隈 元 淳 二 

  衛 生 管 理 課 長   下 村 高 司 

  健 康 増 進 課 長   德 山 美 和 

  薬務感染症対策課長   蛯 原 夕起子 

  薬 務 対 策 室 長   安 藤 ゆかり 

  こども政策課長   増 田 光 宏 

  こども家庭課長   渡 辺 智 裕 

──────────────── 
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事務局職員出席者 

  議事課主任主事   増 村 竜 史 

  議事課課長補佐   古 谷 信 人 

───────────────────── 

○重松委員長  ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。 

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

すが、日程案につきまして、御覧のとおりであ

ります。御異議ございませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 執行部入室のため暫時休憩いたします。 

   午前９時59分休憩 

───────────────────── 

   午前10時０分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案等

について、病院局長の概要説明を求めます。 

○𠮷村病院局長  本日は延岡病院の山口院長が

体調不良のため欠席させていただいております。

よろしくお願いいたします。 

 まず、説明に入ります前にお礼を申し上げま

す。先月５日に宮崎病院グランドオープン記念

式典を執り行いました。 

 厚生常任委員会から重松委員長、黒岩副委員

長に御参加いただき、委員長からは祝辞を賜っ

たところであります。お忙しい中、御出席いた

だきまして誠にありがとうございました。 

 県立病院の経営は大変厳しい状況にあります

が、新病院の機能を発揮して、全県レベルの中

核病院としての役割をしっかりと果たしてまい

りますので、引き続き、御指導のほどよろしく

お願いいたします。 

 それでは、今回、御審議いただきます議案等

につきまして御説明いたします。 

 今回、病院局では議案１件、その他報告事項

１件、計２件をお願いしております。 

 厚生常任委員会資料２ページの目次を御覧く

ださい。 

 まず１、議案について、議案第29号「令和

７年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第

１号）」の概要であります。これは、10月の人

事委員会勧告に準じた職員の給与改定に伴い、

職員の給与費の増額補正を行うものであります。 

 続きまして、２、その他報告事項、県立病院

事業の令和７年度上半期の業務状況についてで

あります。これは、今年度上半期の各病院の業

務と経理の状況について報告するものでありま

す。詳細につきましては、次長から御説明いた

しますのでよろしくお願いいたします。 

○重松委員長  次に、議案について説明を求め

ます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○高妻病院局次長  資料の３ページを御覧くだ

さい。 

 議案第29号「令和７年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第１号）」であります。 

 １の補正の理由でありますが、人事委員会勧

告に準じた職員の給与改定に伴う給与費の増額

でございます。 

 病院局職員の給与は、「病院事業職員の給与

に関する規程」というものを持っておりますけ

れども、こちらにおいて、知事部局の「職員の

給与に関する条例の適用を受ける者の例による」

と規定しておりますので、給与改定に伴いまし

て、知事部局の条例改正が行われるのに併せて、

給与費を増額するというものであります。 

 次に、２の補正の内容であります。表の中ほ
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ど、給与費の欄を御覧ください。 

 今回の給与改定に伴いまして、赤枠内の補正

予定額ですが、給与費の欄、８億4,339万4,000

円を計上しております。その内訳でございます

けれども、補正の理由につきましては、備考欄

に書いているとおりでございまして、まず給料

につきましては、月例給の3.05％の引上げによ

りまして３億4,654万9,000円。そして、手当

が─これは主に期末・勤勉手当ですが、こち

らの支給月数が0.05月分引上げとなりますので、

これに伴いまして３億5,179万3,000円。それか

ら、法定福利費が、給与改定に伴う共済負担金

等の増によりまして、5,158万3,000円。さらに、

来年６月期の賞与に係る引当金が２つほどござ

いまして、１つ目の賞与引当金繰入額が、期

末・勤勉手当の引上げ等によりまして7,877万

5,000円。また、法定福利費引当金繰入額が、こ

れも賞与の引上げ等に伴いまして、法定福利費

の増により1,469万4,000円となります。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 議案について、質疑はありませんか。 

○黒岩副委員長  今回3.05％の引上げというこ

となんですが、以前お伺いしたときに、当初で

見込んでいた改定率について、私の記憶では、

改定は毎年あるだろうということで、たしか

１％分は見込んでおりますという説明があった

ような気がします。そことの整合性といいます

か、その１％を除いた分の不足分が今回の補正

額という認識でよろしいんでしょうか。 

○高妻病院局次長  １％という説明を確かにい

たしました。これは、収支計画における給与改

定の見込みということで申し上げたものです。

これと予算とはまた違う話でございまして、予

算上は基本的に増額というのは見込まない状況

でつくっておりますので、この分、予算額につ

いては、やはり補正する必要があるということ

であります。収支計画上の見込みの話は、今、

御指摘のとおりです。 

○黒岩副委員長  その予算の組み方というか手

法について、改定なし─当初で見込まないと

いうやり方がベストで、一般会計においてもそ

ういうやり方をしているのか、病院会計だけな

のか、そこはいかがなものでしょうか。 

○高妻病院局次長  一般会計について申し上げ

る立場にはございませんけれども、病院会計に

つきましては、その年の人事委員会勧告がどう

なるかということは、この予算を組む時点では

想定できませんので、そこは基本的に同じ水準

で見ているということでございます。これまで

もそうしているということです。 

○重松委員長  よろしいでしょうか。ほかござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、次に、その他報告事

項に関する説明を求めます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○高妻病院局次長  それでは、資料４ページか

ら御説明いたします。令和７年度上半期の県立

病院事業の業務状況についてであります。 

 まず、その概要でございます。 

 純損益でございますが、対前年度５億1,000万

円余悪化しておりまして、19億1,000万円余の赤

字となっているところであります。これは経常

損益も同額であります。 

 そして、償却前損益につきましては、対前年

度３億5,000万円余悪化しておりまして、６億円

余の赤字となっております。 

 ５ページでございます。 

 １の収益的収支の（１）事業合計です。以下、
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その収支の主な変動要因について説明を申し上

げます。 

 まず、収益的収支の状況ですが、端的に言え

ば増収減益でございます。 

 その特徴等は３点ございます。四角囲みの中

を御覧いただければと思いますが、１点目、入

院収益は減少したものの外来収益が増加してお

ります。これによりまして、入院・外来収益が

対前年度３億3,000万円余増加しております。 

 ２点目ですが、物価高騰や賃金の上昇により

まして、費用─給与費と材料費、経費であり

ますけれども、こちらが対前年度で10億5,000万

円余増加しています。 

 そして、３点目ですが、物価高騰や給与改定

等に対応するために、令和７年度に関しては、

一般会計繰入金を少し増やしていただいており

まして、その分が対前年度４億5,000万円余増加

しているということです。 

 ここから先につきましては、この表の中の増

減の列や説明の列の理由等を引きながら説明い

たします。 

 まず、収益についてです。 

 入院収益のところですが、0.6％の減となって

います。これは、入院単価は増加しましたけれ

ども、患者数が減少したことによるものであり

ます。 

 次に、外来収益でございますが、9.2％の増と

なっております。これは、患者数が減少しまし

たが、高額な抗がん薬等を使用する化学療法が

増えており、こういったものなどによりまして、

単価が増加したものであります。 

 次に費用です。 

 給与費ですが、4.8％の増となっています。こ

れは、上半期の決算ということになりますので、

令和６年度の給与改定等の影響によるものがこ

こに出るということであります。 

 材料費につきましては、7.7％増加しています。

これは、先ほど申しました抗がん薬などの高額

医薬品の使用が増えていることによるものであ

ります。 

 その下、経費でありますけれども、6.2％の増

となっています。これは、人件費の上昇により

まして、システムや医療機器の保守に関する委

託費等が増加しているということであります。 

 以上から、純損益につきましては赤字になっ

ておりまして、最後の行に償却前損益がござい

ますけれども、こちらも６億円余の赤字という

ことであります。 

 ６ページでございます。患者数であります。 

 患者数につきましては、延べ入院患者数が対

前年度8,200人余減少しております。また、延べ

外来患者数も対前年度1,300人減少しておりまし

て、延べ入院患者数につきましては、全ての病

院で減少しているという状況にあります。 

 また、延べ外来患者数につきましては、延岡

病院で増加していますが、宮崎病院と日南病院

では減少しているという状況です。 

 ７ページでございます。病院ごとの状況であ

ります。 

 ３病院とも赤字でございまして、その額でご

ざいますが、宮崎病院が10億5,000万円余、延岡

病院が３億円余、日南病院が５億5,000万円余、

それぞれ赤字ということでございます。 

 ８ページ以下でございますが、ここからは、

各病院の入院・外来の単価、それから、稼働病

床利用率、平均在院日数について説明します。 

 ９ページでございます。 

 これは、宮崎病院の状況です。入院の区分の

中ほどにございますが、患者１人１日当たりの

入院収益─これは入院単価と申しております。



令和７年 12 月４日(木) 

 - 5 -

こちらは７万7,301円で、対前年度794円の増で

す。その下、稼働病床利用率が74.6％で、対前

年度3.5ポイントの減となっています。さらにそ

の下ですが、平均在院日数は10.7日で、これは、

対前年度0.6日の短縮となっております。 

 この在院日数の短縮については、延べ入院患

者数という意味では減になりますけれども、単

価のほうは上がっていくということになってい

きます。 

 また、外来の区分です。患者１人１日当たり

の外来収益─外来単価です。こちらは３万

4,261円で、対前年度3,360円の増となっていま

す。 

 次に、延岡病院の状況について、11ページで

ございます。 

 入院単価は９万4,328円で、対前年度7,596円

の増となっています。稼働病床利用率は69.7％

で、対前年度2.6ポイントの減です。そして、平

均在院日数は10.7日で、対前年度1.3日の減とい

うことであります。 

 そして、外来ですが、外来単価は２万9,274円

で、対前年度2,578円の増となっています。 

 次に、日南病院の状況ですけれども、まず12

ページの表を御覧いただきたいと思います。 

 ここの一番下に、純損益という区分がござい

ますけれども、こちらの増減の列を御覧いただ

きますと、経常損益、償却前損益ともに改善し

ております。もちろん３病院とも赤字でありま

すが、日南病院については若干ですけれども、

改善してきているということでございます。 

 13ページを御覧いただきたいと思います。 

 日南病院の状況ですが、入院の単価につきま

しては６万446円で、対前年度3,206円の増、稼

働病床利用率は68.2％で、対前年度7.2ポイント

の増、平均在院日数は13.8日で、これは前年度

と同じ値です。 

 外来単価は１万6,272円で、対前年度907円の

増となっています。 

 14ページでございます。 

 資本的収支の状況であります。収入につきま

しては、昨年度上半期に一般会計から20億円の

借入れを行いました。そのことによりまして、

15億円余減少しています。なお、全体で50億円

借りておりますけれども、残りの30億円は、昨

年度の下半期に借入れを行っているものであり

ます。 

 それから、支出のほうでございますが、こち

らは宮崎病院の駐車場の整備などによりまして、

改築整備費が増加しております。 

 以上から、収支差は16億1,000万円余の赤字と

なりまして、対前年度で申しますと、25億7,000

万円余悪化しております。ただ、昨年度は特殊

事情であります一般会計借入金の20億円がござ

いました。こちらを除いた場合には、対前年度

５億7,000万円余の悪化ということになります。 

 15ページでございます。 

 ３の企業債の状況です。 

 企業債の発行額ですが７億7,000万円余です。

内訳については、宮崎病院の駐車場整備などの

改築整備費、延岡病院・日南病院のＬＥＤ化の

改修工事などの改良工事費となっております。 

 そして、上半期の未償還残高につきましては、

473億円余でございまして、これは、昨年度末か

ら比べると13億円余減少しています。 

 16ページでございます。 

 比較貸借対照表であります。これはストック

の変動も含めまして、上半期時点における財務

状況を明らかにするものであります。 

 表の左側、資産の部でございますけれども、

一番下の資産合計は775億2,000万円余でありま
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して、前年度末よりも24億7,000万円余減少して

います。 

 その主な要因でございますが、現金預金の32

億円余の減少でありまして、主に電子カルテシ

ステムの更新費用46億5,000万円余を今年度にな

って支払ったということであります。 

 次に、表の右側の負債の部でございます。 

 負債合計は792億5,000万円余でありまして、

前年度末より５億6,000万円余減少しています。 

 その主な要因は、現金預金の減少と同じとい

うことになりますが、電子カルテシステムの更

新費用の支払いなどによりまして、未払金が51

億円余減少したことによるものです。 

 以上から、資本の部の資本合計は、前年度よ

り収益的収支の純損益分の19億1,000万円余減少

しております。その結果ではありますけれども、

上半期時点ではございますが、債務超過となっ

ております。 

 17ページでございます。 

 今年度の上半期の経営改善に向けた取組状況

です。新たな動きについて説明いたします。 

 １の収益の確保の一番上の丸、外部コンサル

タントを活用して診療科ミーティングなどに取

り組んでおりまして、上半期で３病院計17回実

施したところです。 

 ２つ目の丸でございます。抗がん薬混合調製

ロボットにつきましては、11月25日に延岡病院

で既に稼働しております。年明け２月には宮崎

病院でも稼働させる予定であります。 

 これに伴いまして、これまで薬剤師不足の影

響で十分にできておりませんでした病棟での活

動─薬剤師の活動に関する加算がございます

が、これを新たに取得いたしまして、増収を図

っているところであります。 

 次に、２の費用の節減・見直しであります。 

 これは、２つ目の丸でございますけれども、

宮崎大学と連携したＳＰＤ─共同物流管理で

ございます。こちらについては、６月から新た

に民間の潤和会記念病院が加わり、一層の節減

を図っているというところであります。 

 そして、一番下の丸でございますけれども、

臨床検査の外部委託でございます。こちらにつ

きましては、10月から、全国的な共同購入団体

の日本ホスピタルアライアンスというものがあ

りまして─急性期を担う大きな病院の集合体

だと思っていただければいいんですが、県も加

盟しておりますので、そちらが選定した委託先

に外注先を順次切り替えているという状況です。 

 次に、18ページでございます。 

 ３の各病院の取組についてであります。 

 まず、宮崎病院についてでありますけれども、

１つ目の丸にあります、がん医療機能の高度化

に向けまして、高度な放射線治療（ＩＭＲＴ）

を導入しておりまして、７月から治療を開始い

たしました。 

 それから、２つ目の丸でございます、ダ・ヴ

ィンチ手術でありますが、手術精度の向上を図

るために、ダ・ヴィンチを２人の医師で操作が

できる機器─デュアルコンソールと言ってお

りますけれども、こちらを今月設置する予定で

あります。これによりまして、より正確で迅速

な手術が可能となりますし、２人で操作いたし

ますので、万一の場合のトラブルにも対応しや

すくなるということでございます。 

 真ん中でございますが、今度は延岡病院であ

ります。３つ目の丸に高度急性期医療の拡充と

ございまして、この１つ目のポツでありますが、

この10月からＨＣＵ（高度急性期病床）を７床

増床いたしました。それと同時に、一般病床を

16床削減しておりまして、稼働率の向上と増収
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を図っているところでございます。 

 また、２つ目のポツでありますけれども、宮

崎病院に続きまして、県立病院では２機目、県

北地区では初めてということになりますが、手

術支援ロボットのダ・ヴィンチを導入いたしま

す。これは２月頃から運用を開始する予定です。 

 そして、日南病院では、１つ目の丸にありま

すように、病院機能の最適化・病棟再編としま

して、この３番目のポツのＮＩＣＵ、ＧＣＵの

うちＧＣＵのほうですが、新生児回復室７床を

11月から休床しておりまして、これは、年度内

に許可病床も削減する方針でございます。 

 19ページでございます。 

 これは、上半期の決算状況を踏まえまして、

現時点での令和７年度決算の見通しを示すもの

であります。 

 一番右の事業合計について説明しますが、一

番上の病院事業収益は、入外収益等の増加によ

りまして、対前年度で11億1,000万円余増加し、

417億6,000万円余となる見込みです。 

中ほどの病院事業費用は、今年度分の給与改

定による給与費の増でありますとか、材料費等

の増加によりまして、28億5,000万円余増加し、

454億5,000万円余となる見込みです。 

 以上から、下から３番目の純損益であります

が、36億9,000万円余の赤字を見込むということ

になります。 

 説明については以上でございますが、最後に

全体総括いたしますと、この上半期は増収減益

でありまして、入院・外来費用は増加をしてお

ります。ただ、その一方で、どうしても給与改

定でありますとか、物価高騰等の影響によりま

して、収益の伸びを上回る形で費用が増加して

おり、大変厳しい状況でございます。 

 現在、国の補正予算等も検討されております

けれども、県立病院自らも、さらに踏み込んだ

取組が不可欠であると考えております。 

 これからも年度末に向けて、少しでも収支改

善が図られるよう、職員一丸となって取り組ん

でまいりますので、御指導のほどよろしくお願

いいたします。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 その他報告事項について、質疑はございませ

んか。 

○黒岩副委員長  私の記憶では、昨年のトータ

ルの赤字が、３病院で約19億円だったと思うん

ですが、令和７年度末では、今の見込みでいき

ますと36億9,000万円ぐらい─約40億円に膨ら

むと。その理由については、人件費をはじめ、

物価高、コスト高というような理解でよろしい

んでしょうか。 

○高妻病院局次長  黒岩副委員長の御指摘のと

おりです。ただ、少し付言しておきますけれど

も、これはあくまで現段階での決算の見通しで

あります。昨年同期に33億円余の赤字という決

算見通しを出しておりまして、19億円余の赤字

に縮小いたしましたのは、その後の補正予算等

で収支を改善した部分も大きいということでご

ざいます。その部分はまだこの段階では当然見

込まれませんので、そこは勘案しておりません。 

○黒岩副委員長  あわせまして、給与改定等に

よる増とかがありますが、これについては一般

会計からの繰入れを予定されるんでしょうか。 

○高妻病院局次長  現時点で予定はございませ

ん。 

○日髙委員  現状を見ても本当厳しい状況だな

と思います。 

 これだけ民間医院も含めて病院が厳しいと、

やはり後継者─医者になる方もなかなかとい

うところがあり、もう本当に早い段階でプラス
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にいってほしいなというところであります。 

 先ほど次長からお話があったんですが、国の

ほうで今、いろいろな改定が行われているとい

う部分もあります。県のほうでもさらに踏み込

んでというお話もありましたが、その辺りをも

う少し詳しく聞かせていただきたいと思います。 

○高妻病院局次長  現時点で確定的なことはま

だ申し上げられませんけれども、やはり需要に

対して稼働率が落ちているという実態がござい

ます。入院患者数が減っているという状況は踏

まえていく必要がありまして、病院の規模とい

うものについて、検討が必要であると考えてい

る、そのことを申し上げたつもりです。 

○山下委員  本当にいろいろなことをされて、

結果これだけの赤字が見込まれるということで

すよね。通常、事業採算の合わないことは、企

業はどこもやりたくなくて撤退するわけですが、

病院だけは撤退するわけにはいかない事業の

１つなんだけれども、事業採算が合わないこと

を、国や厚生労働省が推進して続けられるのか

なと、私は非常に疑問に思います。 

保険点数の見直しとか、医療費の見直しとか

いろいろなことがありますけれども、なぜそこ

を公立病院がやっていけるぐらいの─人事院

は人事院で、ちゃんと給与の改定を勧告するわ

けじゃないですか。そこ辺りと全くちぐはぐな

形の経営をやらされて、そして、毎年、決算特

別委員会なり常任委員会で、病院局はいつも攻

めに遭うわけですが、何かそこ辺りの矛盾につ

いて解決方法があるのかなと。 

一生懸命努力していただいているけれども、

それでもこれだけの赤字が膨らむということは、

県民にどのように説明を……。 

人件費や物価の上昇だって、そんな単純なこ

とで毎年続くとしたら、それで済むんだろうか

なと。やはりその対価をいただけるようなシス

テムにならないと、私はいつも、人事で病院局

に行かれた方は大変だなと思うんですが、どん

なものなんでしょうか。病院の経営というもの

は、こういうものがずっと続いてきたのか、今

後もやはりそれが考えられるのでしょうか。 

○高妻病院局次長  まず、厚生労働省が所管し

ておられます診療報酬というのは、御指摘のと

おり、民間病院も診療所も薬局も含めたもので

ございます。そのトータルの点数をどうするか

というところで議論されておりますので、その

中で、公立病院だからという観点は残念ながら

ございません。 

 ですので、私たちとしても、公立病院ならで

はの赤字がどういうところに出ているのか─

これは原価計算を３病院ともやっておりまして、

その計算結果を疾病ごとに出して、国への要望

のときには、そこを説明させていただいており

ます。 

 公立病院ならではの問題について、診療報酬

ではないにしても、例えば、厚生労働省の直接

の補助を受けられないかというお話、それから、

自治体病院であれば総務省の管轄になりますの

で、何らかの地方財政措置をしていただけない

かということを毎年お願いしているところであ

ります。 

徐々には上がってきていると思うんですけれ

ども、急激な物価や人件費上昇の局面にまだ耐

えられる制度になっていないというところに問

題があろうかと思っています。これは、我々も

しっかり国に対して声を届けていく必要がある

と思っています。これが一つでございます。 

 もう一つ、過去どうだったかという御質問が

ございました。トレンドで見ますと、黒字にな

っている時期はあります。ただ、途中で制度が
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変わったり、あるいは物価・人件費等が変動し

たことに対して、敏感に診療報酬が対応できな

い─２年に１度という縛りもございますので、

そういう中で下がってきているという状況はご

ざいます。 

 特に、平成26年度以降は非常に改定率が低調

になっております。デフレの時代はそれでよか

ったんですけれども、コロナ禍前ぐらいから

徐々に上がり始めた物価・人件費等に対しまし

て、診療報酬はほとんど反応していないという

状況が続いたというところがあります。社会経

済状況に診療報酬が随時対応している制度にな

ってないというのが、私どもの印象でありまし

て、そのことは病院の団体でもずっと言われて

おります。ですので、昨年もそうですが、補正

予算の中で、多少その補塡をしていただいてい

るという側面はございます。 

 やはり景気の変動のスピードと診療報酬改定

のバランスがうまく取れていないというのが背

景にありますし、やはり医療費が上がれば、当

然、国民負担も増えるということがなかなか難

しいところでございます。こことのバランスを、

今度は政治的にどう判断するか、そういう難し

さは常にあると考えております。 

○山下委員  確かに今言われるとおりだと思う

んです。判断が非常に難しい。負担を多くすれ

ば、患者がなかなか立ち行かないという、いろ

んな問題が出てくるんだろうと思います。とに

かく大変でしょうけれども、いい方法を見つけ

ていただいて、しのいでいただけると思います

ので、よろしくお願いします。 

○日髙委員  素人の質問をさせていただくんで

すけれども、日本のこの保険システムというの

は、世界でも本当にすばらしいシステムだと思

われるんです。例えば海外で、歯医者に行った

ときに何十万円、何百万円取られるのに日本は

いいねという話をされるんです。受診料を少し

上げるというのは不可能なものなのでしょうか。 

○高妻病院局次長  保険診療制度でやれば、日

本は同じ価格になります。その中で診療報酬自

体は、決してマイナスにはなっておらず、若干

ですが上がってきておりますから、その分、当

然医療費も増えていまして、個人が負担する費

用も増えてきているという実態も既にあります。

特に後期高齢者が増えているという現状によっ

て、医療費をどんどん押し上げてしまっている。

そういった自然増だけでも増えてきているとこ

ろに、物価や人件費の増が上乗せされています

ので、医療費全体が増えているという状況はあ

ります。それを少しでも抑えて、国民負担も抑

えたいという気持ちは分かりますが、それでは

病院経営が成り立たないという実態が、今ここ

にあるということだと御認識いただければと思

います。 

○図師委員  私も初歩的な質問で申し訳ないん

ですが、今、県病院の施設基準に、急性期一般

入院料１～５とあるんですけれども、どのベッ

ドが何床ぐらいあってという割合がざっくり分

かりますか。急性期一般入院料１だけじゃない

ですよね。 

○高妻病院局次長  大ざっぱで申し訳ありませ

んが、基本的には入院料１でございます。７対

１が基本でございます。ただ一部、例えば日南

病院は今50床持っていますけれども、地域包括

ケア病棟は13対１でございます。このほか、高

度急性期の病棟については、もっと高いレベル

で、２対１や３対１というレベルで取っており

ますので、そこはそれぞれ、高度急性期、急性

期、地域包括ケア病棟で別々の基準になります。 

○図師委員  国はこの施設基準の見直しをされ
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ているんですが、私はやはり改善ではなくて改

悪─現場がどんどん窮地になるような改正を

されているんじゃないかなと見て取れるんです

けれども、例えば、この平均在院日数もそれぞ

れ病院が短縮する方向で取り組まれているのは

いいことだと思います。先ほど次長が言われた

とおり、患者負担が減るので、その分はいいと

思うんですが、では患者や家族にとって早く病

院から出されることが安心につながっているか

というと、また別問題だと思います。もちろん

患者支援センターがあるので、次の入院先とか、

自宅に近い地域医療が施されるところを紹介さ

れていると思うんですが……。 

先ほどの話に戻しますが、この施設基準のほ

うを見ますと、短ければ短いほど診療報酬は高

いんでしょうけれども、それぞれ疾病やその手

術の内容にもよるんですが、おおむね16日ぐら

いから診療報酬ががたっと落ちてくるような仕

組みなのが入院料１の設定です。何が言いたい

かというと、診療報酬が落ちてくる限界まで入

院を少し延ばした分、先生方なり看護師の方の

負担は増えるのかもしれませんけれども、早け

ればいい、安ければいいじゃなくて、経営のバ

ランスを考えながら、この疾病に関しては、あ

と１～２日は延ばせるよねとか、診療報酬が落

ちてくる限界まで入院を少し延ばして家族に安

心してもらおうかとか、そういう視点も少し取

り入れられたらどうかと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○嶋本県立宮崎病院長  私からお答えします。

少なくとも現場においては、診療報酬を見なが

ら在院日数を決めていることは決してありませ

ん。早め早めの帰宅、またはふさわしいリハビ

リに特化した病院に行くことを目指して、入院

した日からこの方をどのようにしたら、よりい

い結果をもたらして家に帰れるかということで

早期介入しております。そのほかにも、当院に

入っていますダ・ヴィンチ─延岡病院ももう

すぐ入りますけれども、いわゆる低侵襲手術を

することによって在院日数が下がっています。 

確かにおっしゃるとおり、在院日数を若干操

作すれば、見かけの収入は増えるかもしれませ

んけれども、我々の病院というのは、やはり急

性期としてきちんと患者に対して─病院には

いたくないはずですから、少しでも早く社会復

帰ができるよう日々の職員の努力によって、在

院日数が短くなっているので、やはり現場の急

性期病院を預かる者としては、そういうささや

きも感じますけれども、我々としては、急性期

にきちんと介入した結果としての数字が10点台

と思っていますので、そこは御了解していただ

ければと思います。 

○図師委員  厚生労働省から、例えば、頭を開

いた手術は11日間を基準にしなさいとか、胸を

開けば９日間にしなさいとか、そういうのが出

ております。今の病院長のお考えも、まさにド

クターの鏡といいますか、医学モデル、生活モ

デル、患者に寄り添ったお話をされているんだ

ろうと思いますが、病院長と次長の考えが一緒

なのかというと、私は少しずれていていいと思

うんです。先ほどの入院単価を見ても、１日で

何万円も何十万円も加算されていく可能性もあ

るので、事務方は事務方で、少し違うお考えで

もいいのかなと思います。 

病院長がおっしゃるように、やはり何よりも

早く病院から帰りたいという患者もいらっしゃ

れば、次の行き場所がなかなか見つからないと

か、近くに病院がない、リハビリ専門の病院が

ないとかいう場合は、少しでも県立病院で診て

くださいよという声も、私たちに聞こえてくる
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ものですから、その辺りをケース・バイ・ケー

スで少し柔軟に対応されてもいいのかなと思い

ます。 

○嶋本県立宮崎病院長  先ほど私が申し上げた

方針で、病院としては動いていることがありま

す。 

本県の県立病院が他の都道府県の病院に比べ

て、在院日数が極端に短いかというと、１つの

指標として、ＤＰＣの入院期間にはⅠ～Ⅲとあ

るんですけれども、Ⅱまでに大体やれば、急性

期としてはオーケーですよという指標がありま

す。それで見ると、当院が物すごくいいという

わけではないんです。むしろまだ全国平均から

いうと若干低いということです。その原因とし

ては、逆に搬送する、または在宅に対するケア

がまだ不足しているというところです。 

数字上でいっても、私が考えているような病

院のポリシーというのは、いろんな要因があっ

て、まだ全国から見ると、平均より若干下回っ

ている状況ではありますので、多分病院局も同

じ考えじゃないかなと。やはり患者を早く帰し

て、急性期病院としての務めを果たしてくれと

思っているんじゃないかなとは思います。いた

ずらに長くしても、結局コストがかかるばかり

ですので、結果的にはあんまり大きなプラスに

ならないんじゃないかなと。ＤＰＣ制度は非常

に複雑で、入院期間を長くしたらほかの係数が

下がってきて、結果的に病院の総収入が下がっ

てくるので、そういう面でいうと、今、平均値

以下なので、もう少し在院日数を短くする余地

があるのかなと思います。 

宮崎県は回復期を担う病院が足りません。こ

れから先は、包括期とも呼びますけれども、そ

こを充実していくことも─特に後期高齢者が

急性期の病気になった後にも、それをしっかり

回復させて、そして、回復期または包括期で、

しっかりリハビリをしてもらって、また元気に

社会復帰していただくという面では、まだ宮崎

県は全体としても頑張る余地があるかと思って

おります。 

○𠮷村病院局長  病院との間で線はないと考え

ておりますけれども、当然、診療行為の専門部

分につきましては、我々としては医師の皆様方

が技術と知識、経験を持って治療していただく

ことで病院が成り立っており、それに医療職

（二）表、（三）表の職員の方々がしっかり力

を合わせてチーム医療として運営をやっていく

ことで、それが経営面に反映するということは

同じで頑張っていただいていると。我々もそれ

をバックアップするんだということで、頑張っ

ております。 

現在のやり方として、早くリハビリを始めて、

早く退院していただいて、専門の回復期なりを

しっかりされるところにつなぐ。本来やるべき

ことをやった上で、その先はやはり地元の病院

との連携をしっかりしていくということで、公

立病院として、県立病院が担う二次救急、三次

救急の役割を本来の姿でしっかり発揮する中で

経営を改善していくんだということで、医療部

門、事務部門がしっかり力を合わせて、引き続

きやっていきたいと思っております。 

○渡辺委員  11月14日の政策審議会の福祉保健

部の説明の中で、地域の基準病床数を削減する

ときには、地域医療構想調整会議での認定が必

要だという説明がありました。県南地域は、病

床数が余剰基調だということで、病床数の削減

を地域で図っていくという動きが出ると思いま

す。当然ながら経営の収支改善のためにはそう

いうこと必要だと思うんですが、その旗振りを

どこがやっていくんですかという質問をしたら、
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福祉保健部がやりますというようにそのときは

言われました。 

 ただ、実際病院の経営をやっているのは、県

南地域だったら市立病院があって、県立病院が

あって、病床が幾ら余っているというような会

議は、当事者同士がやっていかないと進まない

と思います。その辺りは福祉保健部と病院局の

間で、特に県南地域の病床数をこれからどうい

うタイミングでどれぐらい減らしていこうかと

いう計画など、そういう時期的な考えというの

は動き出しているんでしょうか。 

○高妻病院局次長  福祉保健部の説明のとおり

で、全体をデザインするのは福祉保健部の話で

あります。全体の病床数ということであれば、

しっかりとした医療需要の予測に基づいて、こ

れからまた調整していく話になります。そのタ

イミングとしては、来年度が新たな地域医療構

想の策定の年に当たりますので、その中で全体

像は示されていくということになります。 

 我々のほうで今、議論をしておりますのは、

県南地区の３公立病院の連携の在り方というこ

とであります。お互い機能が重複している部分

がないわけでもありませんので、いかに効率的

に運用ができるのかということについて、それ

ぞれの公立病院間で意見交換しているというこ

とです。 

 そういった意見交換の結果をまとめたものが

地域医療構想という形で表れてきますので、そ

こに数字と実際の各病院の病床─これは公立

病院だけしかできませんけれども、そういった

ところは数字に表れてくると思います。 

 ただ、地域医療構想は病院ごとに何床という

ようには書かれませんので、その中で実際にど

うやってそこを割り振っていくのか、調整して

いくのかというのも、各病院間の調整になって

いくということです。公立病院間の様々な意見

交換は常に行っているところであります。 

○渡辺委員  県と市でそれぞれの立場があり、

簡単に調整はできないと思うんですが、もう待

ったなしの状況なわけです。 

県立病院も市立病院も同じだと思うんですけ

れども、うちは減らしたくないとか、どうして

もエゴが出ますよね。どこがリーダーシップを

取ってやっていくかというところで考えると、

福祉保健部がやりますということなんでしょう

けれども、どうしてもスピード感というか、そ

れがあまり見えにくいような気もします。その

辺りはやはり、先ほどの話じゃないんですが、

一番辛い思いしているのは病院局なので、福祉

保健部が全体をまとめるというのはいいんです

けれども、特に県南地域だったら、タスクフ

ォースみたいなものをつくって、例えば一律15

床減らしましょうとか、そういうことを言って

いかないと、なかなか成果というのは出てこな

いんじゃないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

○高妻病院局次長  大変重要な御指摘だと思っ

ております。繰り返しになりますが、今、様々

な意見交換を行っているところでありまして、

もちろんそれぞれの病院の主張はあります。調

整しようとする際には、やはりそれぞれの病院

の立場を尊重しながらやっていかなければなら

ない部分はありますが、そうは言いながらも、

地域の医療需要を超えた供給というのはあり得

ないわけでございます。その辺り、お互いがし

っかりと自分のところでは何をして、全体とし

てどうしていくのか、意見交換してまいりたい

と思います。 

 スピード感という御意見については、そのと

おりです。来年の医療構想の見直しの中には、
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県南地域の在り方について、何らかを書き込め

るように精いっぱい努力してまいります。 

○黒岩副委員長  収支全体というのは、収益と

コストがあるわけですけれども、コストについ

ては、今の御時世、コスト高というところがあ

って、いろいろ努力はされていますが、そこは

致し方ない部分はあるのかなという気はしてお

ります。一方、収益のほうで、入院と外来とあ

るわけですが、昨年度の比較で、入院収益が減

っているという結果になっています。それを見

るとやはり宮崎病院の収益が減っているという

ところがあります。患者が少ないんだというと

ころもあるんですけれども、この収益の原因を

まずはお聞かせいただきたいと思います。患者

数が減ったというところと、減った理由も含め

て、宮崎病院についてです。 

○嶋本県立宮崎病院長  一言で説明するのは難

しい部分はあるんですけれども、一つは、今年、

残念ながら複数の科で医師の欠員が生じており

まして、それも大きな原因かなと思っています。

あと外来のほうが増えたというのは、先ほども

申し上げましたように、医療の高度化によって、

今までだったら入院してきた患者が外来で治療

をしています。例えば化学療法もそうですけれ

ども、そういう人が増えてきたというのも要因

にあるかと思います。 

 私としても、欠員による減収ということに関

しては重く受け止めまして、関係の大学とも相

談しながら、来年は１人でも多くの医師を確保

していきたいと思っております。 

○黒岩副委員長  今、何名欠員なんでしょうか。 

○嶋本県立宮崎病院長  あまり特定するのはど

うかなとは思いますけれども、欠員に関しては、

外科系で３名が１名になっている─２名欠員

の科があります。あと、この２年間で３名いた

医師のうち、特殊技能を持った医師が２名欠員

になって─今１人補充されたんですけれども、

そういったもので、やはり手術数とかがかなり

影響を受けていますので、この辺は、大学のほ

うも事情を御理解していただいています。これ

から欠員補充と、新たな手術の戦略を含めて回

復していければと思っています。 

○黒岩副委員長  今の説明でいきますと、４名

欠員で１人補充があって３名が欠員と理解した

んですが、この補充の見通しというのはいかが

なものでしょうか。 

○嶋本県立宮崎病院長  今、検討中ですけれど

も、今月中にも該当する大学のほうに私も訪れ

てお願いするということで、補充できますとは

まだ明言できないところでありますが、努力は

しております。 

○黒岩副委員長  そこはしっかりとよろしくお

願いしたいと思います。 

 もう一点、病床利用率─稼働率が下がって

いるんですが、これは何か目標や一定の基準な

ど、そういったものがあるんでしょうか。 

○高妻病院局次長  病院ごとに目標値を持って

おりまして、例えば宮崎病院だと80％程度とい

うのが今年度の目標ということでございます。

残念ながら、在院日数を短縮している関係で下

がっている面は確かにありますが、それを補う

だけの新規の患者の確保がなかなか難しい─

増えてはいますけれども、減った数を補うほど

までは伸びていないというところもありまして、

高齢化していく中ではなかなか難しい側面があ

る、その中で御苦労いただいていると思ってお

ります。 

○黒岩副委員長  日南病院の稼働率があまりよ

くないという─今年度は68.2％に上がってい

ますが、昨年の12月に52床減らしたわけなんで
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すけれども、この数字を見て、まださらに減ら

すような検討はされるんでしょうか。 

○高妻病院局次長  現在、確かに上がってはい

るんですが、70％を下回っているという状況で

あります。目標としては、もっと高いところに

置いておりますので、ここに達していないとい

う状況、それから、どうしても入院患者数が大

きく減ってきています。そういう医療事情や需

要の変化というのがございますので、ここには

やはり適切に対応していく必要があると思って

おります。 

○重松委員長  よろしいですか。そのほかござ

いませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、その他で何かござい

ませんか。 

○黒岩副委員長  その他のところなんですが、

昨日の一般質問で取り上げました救急搬送の関

係について、２つありまして、メディカルコン

トロール協議会によって、広域的な調整が要る

のではないかということが一つ。 

もう一つは、医療圏内にそういう医師がいる

というのが一番いいんじゃないかと考えており

まして、そうなるとやはりどうしても期待され

るのが日南病院になります。特に消化器内科系

の医師の配置が望まれるというところはあるん

ですが、この３病院の中で、そういった医師の

いらっしゃらない地域に専門医を配置するとい

いますか、人事異動で置くといったようなこと

についてはいかがなものでしょうか。全体的に

は足りなくて、なかなかいらっしゃらないとい

うところもあるんでしょうけれども、そこ辺り

の実情というのはどんなものなんでしょうか。 

○嶋本県立宮崎病院長  非常に答えにくいとい

うか難しい質問をいただきましたけれども、

我々もそれは問題視しておりまして、もし医師

が十分にいて、それが特に中央に偏在している

のであれば、私たちもそういうことは積極的に

すべきだとは思っております。ただ、いかんせ

ん特に救急ができる消化器内科医がもう宮崎県、

宮崎市内でも、日によっては─特に週末とか

になると探すのに一苦労していて、属人的な努

力でカバーしている部分があります。 

 副委員長がおっしゃるような必要性も感じて

はいるのですけれども、そこをどのようにして、

例えば逆に集約化しておいて、そこにいかに速

やかに搬送するかということの選択肢も一つあ

るのかなと私は思っております。 

 一番いいのはやはり必要な医師が必要な数だ

け宮崎県にいて、それをその後に大学とか県立

病院で配置していくということができればいい

のですけれども、現実としてはそこに至ってな

いので、限られた人間をどのようにして配置す

る、また搬送していくということを、今、大学

のほうも問題視しておりますので、今後検討し

ていく必要があると思います。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、何もないようですの

で、以上をもって、病院局を終了いたします。 

執行部の皆さんお疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午前10時58分休憩 

───────────────────── 

   午前11時４分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、本委員会に付託されました議案等

について、福祉保健部長の概要説明をお願いい

たします。 

○小牧福祉保健部長  本日、御審議をお願いし
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ております議案等につきまして、概要を説明さ

せていただきます。 

 お手元の常任委員会資料の２ページ、目次を

御覧ください。 

 本日は、予算議案２件、特別議案２件、その

他報告事項が２件となっております。 

 まず、資料の３ページを御覧ください。 

 予算議案についてであります。今回は議案第

１号「令和７年度宮崎県一般会計補正予算（第

４号）」及び議案第22号「令和７年度宮崎県一

般会計補正予算（第５号）」の２件になってお

ります。 

 補正額は表の上から３行目、一般会計の行を

御覧いただきまして、補正額の欄にありますと

おり、議案第１号で3,347万円の増額、議案第22

号で２億3,501万3,000円の増額をそれぞれお願

いしております。 

 この結果、福祉保健部全体の補正後の予算額

は、表の一番右の欄、補正後の額の一番上にあ

りますとおり、一般会計と特別会計を合わせま

して2,445億5,716万9,000円となります。 

 予算議案の詳細につきましては、この後、担

当課長から御説明いたします。 

 次に、特別議案の概要について、２ページに

お戻りいただきたいと思います。 

 ２の特別議案でございますが、議案第９号

「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例」及び議案第

13号「訴えの提起について」の２件であります。 

 次に、３のその他報告事項の概要につきまし

ては、宮崎県地域福祉支援計画第５期計画の素

案、民生委員・児童委員の一斉改選について

（速報値）の２項目でございます。 

 詳細につきましては、後ほど担当課長から説

明させていただきます。 

○重松委員長  次に、予算議案について説明を

求めます。 

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。 

○北薗福祉保健課長  お手元の厚生常任委員会

会資料の３ページを御覧ください。 

 令和７年度11月補正予算案のうち、議案第

１号につきましては、後ほど各担当課長から説

明させていただきます。 

 私からは、表の右から５列目、議案第22号に

ついて、福祉保健部全体を一括して御説明いた

します。 

 今回の補正の内容は、人事委員会勧告に基づ

く職員及び会計年度任用職員の給与改定に伴う

人件費の補正であります。 

 表の一番上の欄になりますが、福祉保健部合

計で２億3,501万3,000円の増額補正をお願いし

ております。 

 改定の内容は、給料等の月例給の引き上げ、

期末及び勤勉手当の支給月額を0.05月引き上げ

るもの等でございます。この結果、福祉保健部

の補正後の予算額は、表の一番右上の欄にある

補正後の額にありますとおり、合計で2,445億

5,716万9,000円となります。 

 次に、資料の６ページを御覧ください。 

 福祉保健課の繰越明許費の変更について、御

説明いたします。 

 これは、中央保健所、高鍋保健所の高圧受変

電設備及び非常用電源設備改修工事におきまし

て、省エネ法の基準改正に伴い、変圧器の設計

変更の必要が生じたことなどから、年度内完成

が困難となったものであります。 

○早川医療政策課長  お手元の厚生常任委員会

資料９ページを御覧ください。 

 議案第１号補正予算案に係る医療政策課分に
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ついて説明いたします。 

 医療政策課の補正予算額は、医療政策課計の

行、左から３列目の補正額の欄にありますとお

り3,037万8,000円の増額補正であります。この

結果、補正後の予算額は右から３列目の補正後

の額の欄にありますように、76億2,942万8,000

円となっております。 

 それでは、補正内容について説明いたします。

10ページを御覧ください。 

 （事項）救急医療対策費の説明及び事業名欄

の１、「ドクターヘリ運航支援事業」2,437万

8,000円の増額補正であります。事業の内容につ

きましては、後ほど説明いたします。 

 次に、その下の２、新規事業「病院救急車活

用促進事業」600万円の増額補正であります。事

業の内容につきましては、後ほど説明いたしま

す。 

 11ページを御覧ください。 

 「ドクターヘリ運航支援事業」であります。

右上にありますとおり、補正額は2,437万8,000

円で、補正後の額は３億4,629万3,000円、財源

は国庫及び一般財源です。 

 事業の目的にありますとおり、この事業は、

宮崎大学医学部附属病院のドクターヘリ運航支

援に要する経費でありますが、年々、燃油や部

品等の物価高騰により、運航経費も増加する中、

事業概要の（１）事業内容、①の上から４行目

の下線部にありますとおり、国庫補助の補助基

準額が増額され、令和７年度補助金額が内示さ

れたことに伴い、増額を行うものであります。 

 事業の仕組み、成果指標等に変更はございま

せん。 

 次に、12ページを御覧ください。 

 新規事業「病院救急車活用促進事業」であり

ます。予算額は600万円、財源は国庫です。 

 まず、事業の目的であります。 

 この事業は、病院救急車の運行に係る経費へ

の補助を実施することにより、病院救急車を活

用した高次の医療機関からの転院搬送を促進し、

救急搬送の需要が高まる中で、患者搬送の手段

を確保するものであります。 

 次に、事業の概要を御覧ください。 

 （１）事業内容につきましては、第二次救急

医療機関の病院救急車の運行に係る給与費、備

品購入費などの経費を補助するものであります。 

 （２）の事業の仕組みですが、県から第二次

救急医療機関への補助となります。 

 最後に、事業の期間は令和７年度であります。 

○隈元障がい福祉課長  資料の19ページを御覧

ください。 

 左から３列目の補正額の欄にありますとおり、

補正予算額は309万2,000円の増額補正でござい

ます。この結果、補正後の予算額は右から３列

目の補正後の額の欄にありますように、196億

9,366万7,000円となります。 

 それでは、補正内容について御説明いたしま

す。 

 20ページ御覧ください。 

 （事項）特別障害者手当等給付費の説明欄に

あります、１、手当給付費309万2,000円の増額

補正でございます。 

 21ページ御覧ください。 

 まず、事業の目的ですが、日常生活において、

常時特別の介護を必要とする障がい児者に手当

を支給することにより、障がい児者の福祉の向

上を図るものでございます。 

 次に、事業の概要ですが、①の特別障害者手

当、②の障害児福祉手当、③の経過措置による

福祉手当について、毎年度５月、８月、11

月、２月の４回に分けて支給しておりますが、
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右下にあります表のとおり、支給月額単価の上

昇に加えまして、受給者の数の増加、若干の増

加ではございますが、今回これに伴い増額が必

要となったものでございます。補正額につきま

しては、右上に記載のとおり309万2,000円でご

ざいまして、補正後の予算額が※3,946万7,000円、

財源が国庫支出金と一般財源でございます。 

○德山健康増進課長  資料の28ページを御覧く

ださい。 

 議案第１号「令和７年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）」、繰越明許費の追加について

御説明いたします。 

 これは、現在、本庁と各保健所に配備してお

ります指定難病等医療費助成システムの更新に

おきまして、関係機関との調整に時間を要した

ことなどにより、全体の工程に遅れが生じ、年

度内の作業完了が困難となったことから、繰越

しのお願いをするものであります。 

○隈元障がい福祉課長  先ほどの特別障害者手

当等給付費の補正後の予算額、最後の説明なん

ですが、7,946万7,000円というところを3,946万

7,000円と申し上げました。訂正させてください。

申し訳ございませんでした。 

○重松委員長  それでは、執行部の説明が終了

しました。 

 予算議案について質疑はございませんか。 

○図師委員  救急車両の事業の内容についてお

聞かせください。 

 600万円の補正で、二次医療の医療機関にとい

うことで、資料12ページでは医療機関数が58施

設あって、そのうち救急車を保有する医療機関

が20施設、ほか補助医療機関─これの内容も

少し教えてほしいんですが、合計しますと24台

分の救急車に係る経費の補助という理解でいい

のでしょうか。１台につきざっと25万円ぐらい

にはなるんですが、どういう経費に充てられる

のか、そこまで教えてもらえればと思います。 

○早川医療政策課長  資料の御説明からしたい

と思いますが、医療機関数について、現在の第

二次救急医療機関数58施設は、三次救急を除い

た、いわゆる救急告示施設の数を書いておりま

す。そのうち病院救急車を保有する医療機関数

が20施設ということで、これは全体の数を書い

ているところでございます。 

 その次のポツ、補助医療機関数につきまして

は、今回この国庫補助事業ができたことにより

需要調査をさせていただいておりまして、病院 

救急車を保有する20の医療機関の中で、この事

業を活用したいということで手を挙げられたの

が４医療機関ということになります。 

○図師委員  では、実際にこの促進事業の対象

となるのは４車両だけということですか。 

○早川医療政策課長  ４医療機関の車両という

ことになります。 

○図師委員  細かなところなんですが、今、こ

の医療機関以外でも、民間で救急搬送してくれ

る車両も幾つか動いているんですが、これらも

補助の対象だったのでしょうか。また、手を挙

げているところはなかったのか、いかがでしょ

うか。 

○早川医療政策課長  今回のこの事業につきま

しては、民間は対象となっておりません。こち

らのほうは病院間の搬送ということで、病院か

ら病院、あるいは施設に搬送する、病院の持っ

ていらっしゃる救急車に対する運行経費の補助

ということになっております。 

○図師委員  細かくてすみません。１施設につ

き百二十数万円の支給になろうかと思うんです

が、その使用用途は限定的なのか、それとも、 

※このページ左段に訂正発言あり 
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救急車両の設備を充実させるものであれば、く

くりは緩いのか、その辺りはいかがでしょう。 

○早川医療政策課長  補助対象経費につきまし

ては、運転手をはじめとする給与費、職員の基

本給等につきまして対象となりますとともに、

備品購入費ですとか、通信運搬費、借料及び損

料、消耗品費等ということで、資料に書いてお

りますような運行に係る経費に対して補助を行

うということになっております。 

○図師委員  単年度ですか。 

○早川医療政策課長  今回補正でお願いします

のは単年度で考えております。 

○黒岩副委員長  今、図師委員からあった質問

の件ですが、この事業が今回の補正で始まった

背景について、何か理由があるんでしょうか。 

○早川医療政策課長  今回、国がこの制度をつ

くられまして、その対象ということで調査させ

ていただいております。その中で国がこの要件

等を若干緩和しまして、活用できるところがで

きましたので、今回、年度途中の補正でござい

ますが、事業を計上させていただいております。 

○黒岩副委員長  ということは、制度としては

当初からあったけれども、対象の範囲が広がっ

たので、今回、県としてこの補正で予算を組む

ということなんでしょうか。 

○早川医療政策課長  はい、そのとおりです。 

○黒岩副委員長  その対象について、民間車両

の運行に係る経費が、今回、補助対象に広がっ

たということなんでしょうか。 

○早川医療政策課長  今回の事業につきまして

は、先ほど申し上げましたとおり、民間は対象

となっておりません。ですから、病院で実際に

運用されている救急車の運行経費に対する補助

ということになります。 

○黒岩副委員長  その分が今回、補助の対象に

なったということですか。 

○早川医療政策課長  この事業の要件としまし

て、運転手の研修受講が義務づけられておりま

して、その研修を受講した運転手のいらっしゃ

る病院でなければ、この救急事業を活用できな

かったところでございましたが、今後受講する

ということを条件に対象が広がったものでござ

います。それに伴い、今年度活用できる医療機

関が出てきたということになります。 

○黒岩副委員長  普通に考えると、消防本部に

電話すれば、消防本部も搬送してくれるんだと

思うんです。自分のところで救急車を持つとい

うことのメリットと、本来は消防本部の救急車

が来るべきところを自分たちでされるというこ

とであれば、これに関連して、通年的な支援と

いうのは今ないのか、今後どうされるのか、そ

こをお伺いしたいと思います。 

○早川医療政策課長  実際に消防のほうに頼ん

だ場合については、転院搬送についても対応い

ただいていると認識しております。 

 しかしながら、この転院搬送というのは、実

際に、より高次の医療を必要とする医療機関へ

転院する、いわゆる上り搬送と呼ばれるような

ものと、もう一つ、急性期の治療が終わって、

急性期の医療機関から、より回復や療養をする

ための医療機関へ転院するといった、いわゆる

下り搬送と呼ばれるようなものが全て含まれて

いるものになります。 

 命の危険があるということであれば、より高

次の医療が必要ですので、そういう上り搬送の

ほうに消防の救急車を利用するということもあ

ると思います。本来、消防は命の危険が迫るよ

うな、かなり救急の事態で主に活動されており

ますので、急性期の治療が終わり、回復期等に

移る転院─下り搬送にまで消防の救急車を利
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用するということについて、国が調査しました

ところ、消防のほうもかなり負担を感じていら

っしゃるという結果が出ております。 

 それを踏まえまして、国のほうでは、例えば、

消防の救急車を病院のほうに払い下げてそれを

活用するなど、実際に病院がしっかりした搬送

に使う救急車を持って搬送することで、消防の

救急を適正に利用していただけると考えており

ますし、医療機関についても、高度の医療を提

供する急性期医療機関のほうから、患者を回復

等の専門的な病院に適切に搬送することによっ

て、しっかりとした役割分担の中で、今後、救

急患者の適切な受入れにもつながるという考え

方でございます。 

 そういったことがありますので、転院搬送に

ついて国庫補助を設けて、それを促進するとい

うことになりまして、今回、医療機関のほうで

対応させていただくというように考えておりま

す。 

○黒岩副委員長  よく分かりました。 

もう一点、そういう下りの搬送については、

消防本部の負担も軽くなるということなんです

が、それに対する病院の経費です。今回600万円

出るんですが、これは通年的に今までは出てい

ないんですか。 

○早川医療政策課長  国庫補助につきましては

要件等がございまして、新たにつくられたとい

う部分もありますので、こういった補助という

形では出ていないということになりますが、今

回、国庫補助ができ、制度が整っておりますの

で、また御要望等があるかどうかを確認させて

いただきまして、対応を検討させていただきた

いと思います。 

○黒岩副委員長  医療機関からの要望があれば、

そういった何らかの支援を今後検討されるとい

う理解でよろしいんでしょうか。 

○早川医療政策課長  御要望をまず把握させて

いただきたいと考えております。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  次に、特別議案について説明を

求めます。 

なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。 

○増田こども政策課長  厚生常任委員会資料の

35ページを御覧ください。 

 議案第９号「児童福祉法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」

について御説明いたします。 

 まず、１の改正の理由ですが、保育所や放課

後児童健全育成事業などにおける虐待を受けた

児童等に係る対応の強化を図ることを目的に、

今回、児童福祉法が改正されたことに伴い、関

係条例の規定を整理するものであります。 

 ２の改正を要する条例ですが、宮崎県認定こ

ども園の認定基準に関する条例、宮崎県児童福

祉施設の設備及び運営の基準に関する条例、宮

崎県幼保連携型認定こども園の設備及び運営の

基準に関する条例、宮崎県一時保護施設の設備

及び運営の基準に関する条例の４つの関係条例

となります。 

 次に、３の改正の内容です。 

 ２の改正を要する条例の中の、条例名の後の

両括弧書きの中に記載のある条文におきまして、

児童福祉法第33条の10を引用しているものであ

りますが、こちらの児童福祉法第33条の10の規

定につきましては、被措置児童等虐待を定義し

ておりまして、今回、この児童福祉法が改正さ

れたことによりまして、新たに第２項及び

第３項が追加され、この被措置児童等虐待に係
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る定義が同条第１項に規定されたことによる条

項ずれでございます。 

 ４の施行期日ですが、公布の日となります。 

○渡辺こども家庭課長  委員会資料の36ページ

を御覧ください。 

 議案第13号「訴えの提起について」御説明い

たします。 

 １の事件名は、貸金返還等請求事件でありま

す。 

 ２の事案の概要ですが、宮崎県母子福祉資金

貸付金における滞納者に対し、これまで再三に

わたり支払いを求めてまいりましたが、いまだ

応じていただけないことから、借主及び連帯借

主の計２名に対し、支払いを求める訴えを提起

するものでございます。 

 借主及び連帯借主には、修学資金及び就学支

度資金の計４件を合計308万4,000円貸し付けて

おり、現在の債権額は267万7,300円及びそれに

係る違約金になります。 

 ３の経過及び理由ですが、県では、借主甲の

返済が滞りがちであったことから、甲をはじめ

とする関係者に償還指導を繰り返してきました

が、完済のめどが立たないため、平成28年に債

権回収を弁護士法人に委託しております。その

後、弁護士法人からも繰り返し償還を求めてき

たところですが、平成29年３月の償還を最後に、

現在まで償還が進んでおりません。 

 また、連帯借主乙についても、弁護士法人か

ら繰り返し償還を求めてきたところですが、こ

れまで一切支払うことがなく、真摯に対応いた

だけない状況でございます。 

 なお、本貸付につきましては、このほかに

計３名の連帯保証人をつけて貸し付けておりま

したが、全員が自己破産しているため、今回の

訴訟対象とはしておりません。 

 県としましては、個々の借主の生活状況に応

じ、個別に相談を重ねながら償還指導を行って

おりますが、本件のように償還指導を長期間に

わたって回避し続ける行為は悪質性が高いと判

断し、毅然とした対応を行うこととしておりま

す。 

 生活が困窮する中でも誠実に償還を行ってい

る借主も多数いる中で、これらの者との公平性

や社会的正義の観点から、借主及び連帯借主に

対し、訴えを提起するものでございます。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 議案ごとに質疑をとります。まず、議案第

９号「児童福祉法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整理に関する条例」につい

て質疑はありませんか。 

○黒岩副委員長  １の改正の理由について、児

童福祉法等の一部改正ということですが、分か

りやすくいうとどういった部分が改正になった

んでしょうか。 

○増田こども政策課長  今回の児童福祉法の関

係規定が第33条の10になりますが、こちらにつ

きましては、改正前におきましても、児童虐待

についての定義や、対象となる事業施設につい

て規定しておりました。 

 今回の改正におきまして、これまで児童養護

施設、障がい児施設、高齢者施設等につきまし

ても、虐待等を発見したときの通告義務が制度

化されていたんですけれども、この児童福祉法

ではまだそういった制度化がなされていません

でした。今回、先ほど申し上げました対象とな

る事業施設に一部追加になるとともに、第２項

のほうでは、そういった虐待を発見した場合の

必要な措置を講じるべき監督官庁─制度の中

では所管行政庁という言い方をしておりますが、

第２項において所管行政庁を規定して、所管行
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政庁が必要な措置を講じた場合には、その内容

を都道府県の審議会等に報告するというところ

が、第３項で新たに規定されたということにな

ります。 

○重松委員長  議案第９号について、ほかござ

いますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  次に、議案第13号「訴えの提起

について」の質疑はございますか。 

○濵砂委員  金額が308万4,000円ですよね。こ

れは１つの資金ではなくて、何種類かに分かれ

ての資金でしょうか。 

○渡辺こども家庭課長  内訳としましては４件

ございまして、そのうち３件が修学資金─高

校の授業料あるいは短期大学の授業料、大学の

授業料になります。それから、１件が就学支度

資金ということで、短期大学に入学する際に必

要な入学金等ということになっております。 

○濵砂委員  この中に、「甲及び乙に対する時

効の成立が迫っている」とあるけれども、これ

は弁護士法人から請求がいった時点で時効が中

断するのではないのでしょうか。 

○渡辺こども家庭課長  委員御指摘のとおりで、

当初の消滅時効の期限が令和７年11月でしたが、

令和７年10月に催告を行っておりますので、現

在は時効の完成が６か月間猶予されているよう

な状況でございます。 

○濵砂委員  大変気の毒なんだけれども、大学

の修学資金等だろうと思うんですが、本人への

請求権はないのでしょうか。 

○渡辺こども家庭課長  連帯借主乙が本人とい

う状況でございます。 

○濵砂委員  受益者というか、それを利用して

修学した人には、債務─返済の責務はないと

いうことなんですか。 

○渡辺こども家庭課長  甲が母親でございまし

て、連帯借主の乙が実際に高校などに進学され

た子供という形になります。 

○濵砂委員  それでも返してくれない。 

○渡辺こども家庭課長  連帯借主のほうにも催

促を行いましたけれども、返していただけない

状況でございます。 

○濵砂委員  これはどうなるんですか。資産も

何もなくて、差し押さえもできないという状況

になると、結局不納欠損という形になるわけで

しょうか。 

○渡辺こども家庭課長  訴えの提起に当たりま

して、実際にその資力があるかどうかというの

は確認させていただいた上で、返済が可能とい

うことを前提に提起させていただいております。 

○黒岩副委員長  意思がないとか、真摯に対応

していないというところが、非常に主観的な判

断になるのかなという気がしているんですが、

この訴えを起こす際の判断基準は何かあるので

しょうか。また、過去に同じような例で訴えた

ことがあるのかどうかをお聞かせいただきたい

と思います。 

○渡辺こども家庭課長  まず、過去の例ですけ

れども、令和７年３月に１件、同じように提起

させていただいております。 

 それから、訴訟する場合の判断基準でござい

ますけれども、まず、返還に係る協議に真摯に

対応しないものであること、それから、返還で

きる資力があると高度の蓋然性─例えば家や

車などの状況から一般的な家庭と同等以上の暮

らしをしているなど、そういったものがあると

判断できる者であること、回収見込額が法的措

置に係る費用に対して合理的であること、通常

の返還請求手続では解消が見込まれないと判断

されること、これら全てに該当する債務者に対
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して、訴訟を検討することとしております。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、質疑を終了いたしま

す。 

 次に、その他報告事項に関する説明を求めま

す。 

 なお、委員の質疑は執行部の説明が全て終了

した後にお願いいたします。 

○北薗福祉保健課長  宮崎県地域福祉支援計画

第５期計画素案の概要について御説明いたしま

す。 

 厚生常任委員会資料の37ページを御覧くださ

い。 

 まず、１、計画の概要についてでありますが、

本計画は、社会福祉法に基づき、市町村が策定

する地域福祉計画の達成を支援するため定める

ものでありまして、今回、現行計画の期間満了

に伴い、近年の地域福祉に係る動向や新たな課

題を踏まえ、改定を行うものであります。 

 次に、２、計画改定に係るこれまでの対応と

今後のスケジュールでありますが、これまで、

外部有識者からなる宮崎県地域福祉支援計画策

定委員会を開催し、様々な御意見を伺ったとこ

ろであり、今後パブリックコメントを実施し、

県民の皆様からの御意見も伺い、最終的に２月

定例会へ議案を提出することとしております。 

 続きまして、資料の38ページを御覧ください。 

 こちらのページに記載している３、計画の主

な内容と、４、主な数値目標につきましては、

別でお配りしているＡ３横の「宮崎県地域福祉

支援計画（第５期計画）の概要」で説明させて

いただきます。 

 計画の構成は、第１章から第４章までとなっ

ております。 

 初めに、資料左上の第１章、計画策定の基本

的考え方であります。先ほど計画改定の趣旨や

位置づけについて御説明いたしましたが、計画

期間については、令和８～12年度の５年間とし

ております。 

 次に、資料右上の第２章、地域福祉を取り巻

く状況であります。大きく５つに分けておりま

して、まず、人口・世帯構成の変化といたしま

して、本県の人口減少と少子高齢化や世帯の変

化について説明しております。 

 次に、地域における支援を必要とする方々の

状況といたしまして、障がい者虐待、児童虐待、

生活保護、自殺者、ひきこもり、困難な問題を

抱える女性の状況などについて説明しておりま

す。 

 次に、新たな社会的課題の顕在化といたしま

して、孤独・孤立やヤングケアラーの状況、子

供・若者の自殺、身寄りのない高齢者の増加な

どについて説明しております。 

 次に、住民同士のつながりや支え合いの意識

につきましては、地域のつながりや地域福祉へ

の関心について、県民の皆様へアンケート調査

を行いました。その結果として、都市部におい

ては、人間関係が希薄となり、住民同士のつな

がりや支え合い機能が弱まっている。過疎地域

においては住民同士のつながりは都市部より残

っているものの、人口減少により地域の支え合

い機能が弱まっているといった課題が見えてき

ました。 

 最後に、地域福祉関係者の現状と課題につき

ましては、市町村や地域福祉の関係者に、地域

福祉活動についての現状や課題等について調査

を行いました。その結果として、相談内容が複

雑化・複合化しており、相談支援体制の整備・

機能強化や福祉人材の確保・育成が求められて
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いるといった課題が見えてきました。 

 これら本県の状況ですとかアンケート結果等

を踏まえて、矢印の下になりますが、本県の地

域福祉における主な課題としまして、包括的な

支援体制整備の継続的な推進、地域を支える担

い手の育成と人材の確保、複雑化・多様化する

福祉課題への対応の３つを挙げております。 

 次に、資料の左中央、第３章、基本理念及び

基本目標についてでございます。今申し上げま

した３つの主な課題を解決し、県民誰もが幸せ

に暮らすことのできるよう基本理念として、

「誰もが役割と生きがいを持ち、互いに支え合

う、持続可能な地域共生社会の実現」を掲げて

おります。 

 また、この基本理念を基に３つの基本目標を

掲げております。 

 まず、「ひろがる連携」として、地域福祉の

基盤づくりを推進します。次に、「なかまと共

に」として、地域福祉で活躍する人づくりを推

進します。最後に、「たすけあいの心で」とし

て、暮らしやすい地域づくりを推進します。こ

れら３つの頭文字をとると「ひ・な・た」とな

り、宮崎らしさを取り入れることで親しみを感

じてもらいたいと考えております。 

 次に、資料下段の第４章、施策の推進であり

ます。 

 今、御説明した基本目標にそれぞれ柱となる

方向性を掲げ、その方向性に沿った取組を実施

することとしております。 

 具体的には、１つ目の基本目標「ひろがる連

携」の基盤づくりでは、包括的な支援体制の整

備をはじめ、４つの方向性を、２つ目の基本目

標「なかまと共に」の人づくりでは、地域共生

社会の意識醸成をはじめ、３つの方向性

を、３つ目の基本目標「たすけあいの心で」の

地域づくりでは、地域福祉の推進をはじ

め、２つの方向性をそれぞれ掲げております。 

 最後に、資料の中段右側の主な数値目標であ

ります。 

 先ほど説明した３つの基本目標から１つずつ

数値目標を設定しており、地域福祉計画の推進

状況を評価・点検している市町村数をはじめ、

地域福祉コーディネーターの登録者数、孤独で

あると感じることが「しばしばある・常にある」

と回答した割合という目標を掲げております。 

 各取組の詳細につきましては、別冊でお配り

している全体版を御覧いただければと思います。 

 次に、民生委員・児童委員の一斉改選（速報

値）についてであります。常任委員会資料にお

戻りいただきまして、39ページを御覧ください。 

 令和７年12月１日に３年に１度の一斉改選が

行われましたので、県内の委嘱状況等について

御説明いたします。なお、一斉改選に係るデー

タは後日、国において公表されることとなって

おりますが、本県において、現時点で把握して

いる内容を速報値で報告するものであります。 

 また、民生委員につきましては、福祉保健課

が、児童委員・主任児童委員については、こど

も家庭課がそれぞれ所管しておりますが、説明

については、福祉保健課より一括してさせてい

ただきます。 

 民生委員・児童委員は、民生委員法・児童福

祉法により市町村の推薦会により推薦された者

について、都道府県知事が国に推薦し、厚生労

働大臣が特別職の地方公務員として委嘱するも

のであります。また、主任児童委員につきまし

ては、民生委員・児童委員の中から厚生労働大

臣が指名することとなっております。 

 なお、中核市である宮崎市につきましては、

市が直接事務を執行することとなっております
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ので、今回御報告する数字につきましては、宮

崎市分を除いた数字となっております。 

 まず、左上の表の定数及び委嘱者数、充足率

でありますが、民生委員・児童委員については、

左から３列目の令和７年12月１日の欄ですが、

定数1,873人に対し、委嘱者数は1,675人、充足

率は89.4％となっており、前回の令和４年時よ

り4.3％低くなっております。 

 主任児童委員につきましては、表の一番右の

列にあります定数174人に対し、委嘱者数は170

人、充足率は97.7％となっており、前回の令和

４年時と同じであります。 

 なお、参考までに市町村別の委嘱状況につき

ましては、次のページに掲載しております。 

 資料の39ページにお戻りいただき、右上の表

の性別の委嘱状況でありますが、今回の民生委

員・児童委員は、男性が705人、女性が970人と

なっており、男女比は前回よりも女性の比率が

高くなっております。このうち、主任児童委員

は男性が56人、女性が114人となっており、男女

比では前回とほぼ同じとなっております。 

 次に、左下の表、新任再任別でありますが、

民生委員・児童委員は新任が487人、再任が

1,188人となっており、割合としては、前回より

も再任率が高くなっております。 

 主任児童委員は、新任が50人、再任が120人と

なっており、割合としては前回よりも新任率が

高くなっております。 

 最後に右下の表の平均年齢でありますが、民

生委員・児童委員は70歳で、前回から僅かに高

い傾向にあり、主任児童委員は64.7歳で、前回

からは１歳程度低くなっております。 

○重松委員長  執行部の説明が終了しました。 

 まず、宮崎県地域福祉支援計画第５期計画の

素案についての質疑はございますか。 

○日髙委員  すばらしい支援計画ができている

と思うんですけれども、第５期計画ということ

で、この主な数値目標の部分について、これだ

けの計画をされている中で一番重要なのが評

価・点検だと思います。その中で評価・点検し

ている市町村が17とあるんですけれども、これ

はしっかりしていかないといけないと思います。

これはなぜされていないのか、そして、これか

らどういう施策でこれを26市町村に持っていく

のかというところを教えていただけますでしょ

うか。 

○北薗福祉保健課長  地域福祉支援計画の目的

は、まさに市町村を支援していくための方針を

示すものでありますので、この点、数値目標に

掲げたところであります。全市町村で地域福祉

計画自体は策定しているところですけれども、

現計画の中では、その数値目標とかを記載して

いるところや、記載していても評価・点検を毎

年度しているところが17市町村しかないという

ことですので、県としてもその辺りを重視しま

して、今後、助言や支援などバックアップして

いきたいと考えております。 

 市町村が策定する地域福祉計画ですけれども、

包括的支援体制を整備することで、地域共生社

会の実現を図ることが目的という計画になって

おりますが、その包括的支援体制を整備という

部分について、客観的な評価指標が各市町村に

おいてはなかなか難しいということで、今まで

明記されていなかったと伺っております。 

○日髙委員  分かりました。ぜひ26市町村に持

っていけるようお願いします。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  ないようですね。 

それでは、次に、民生委員・児童委員の一斉
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改選（速報値）について質疑はございますか。 

○黒岩副委員長  この民生委員・児童委員が欠

けている地域の対応はどうするのかということ

と、３年の任期ですが、その途中でも追加での

任命があるのかどうか教えていただきたい。 

○北薗福祉保健課長  欠員になっている地域に

つきましては、まさにそこが一番大変なんです

けれども、影響としまして、周りの民生委員が

そこをフォローしたり、２つの地区を１人が持

ったりすることで、悪循環になり、負担が大き

くなるので、ますます欠員状態になり、再任す

るときになかなか難しくなるということもあり

ます。 

 それから民生委員の役割としまして、高齢者

の自宅訪問や、子供の登下校の見守り活動など

をしていますので、そういった福祉サービスの

低下などの影響があると考えております。 

 追加につきましては、適任者がいましたら、

市町村のほうから推薦を上げてもらって、随時、

充足していきたいと考えております。 

○黒岩副委員長  確認ですけれども、追加がな

い場合、いらっしゃらないところはもういない

ままという理解でよろしいんでしょうか。 

○北薗福祉保健課長  欠員は欠員なんですけれ

ども、行政や自治会長、隣の民生委員などがフ

ォローするような形になると思います。 

○重松委員長  ほかございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  ないようですので、質疑は終了

いたします。 

 次に、請願第11号「医療機関の事業と経営維

持のための診療報酬の再改定、補助金等の財政

支援措置についての請願」でありますが、執行

部から説明はございますか。 

○早川医療政策課長  特にありません。 

○蛯原薬務感染症対策課長  特にありません。 

○重松委員長  それでは、委員の皆様から質疑

はございますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  その他で何かありますか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  以上をもって、福祉保健部を終

了いたします。 

執行部の皆さん、お疲れさまでした。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時53分休憩 

───────────────────── 

   午前11時56分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、明日行

いたいと思います。開会時間は午後１時とした

いのですが、よろしいでしょうか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのように決定いた

します。 

 その他で何かございませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  何もないようですので、以上で

本日の委員会を散会いたします。 

お疲れさまでした。 

   午前11時56分散会 
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令和７年12月５日（金曜日） 

───────────────────── 

   午後０時58分再開 

──────────────── 

出席委員（７人） 

  委 員 長   重 松 幸次郎 

  副 委 員 長   黒 岩 保 雄 

  委      員   濵 砂   守 

委      員   日 髙 陽 一 

  委      員   山 下   寿 

  委      員   渡 辺 正 剛 

  委      員   図 師 博 規 

欠席委員（なし） 

委員外議員（なし） 

──────────────── 

事務局職員出席者 

  議事課主任主事   増 村 竜 史 

  議事課課長補佐   古 谷 信 人 

───────────────────── 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、採決を行います。 

 採決につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括採決がよろしいでしょうか。 

   〔「一括」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、一括して採決いたし

ます。 

 議案第１号、議案第９号、議案第13号、議案

第22号及び議案第29号につきましては、原案の

とおり可決することで御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  異議なしと認めます。よって、

議案第１号、議案第９号、議案第13号、議案第

22号及び議案第29号につきましては、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、請願第11号についてであります。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時０分休憩 

───────────────────── 

   午後１時１分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 請願第11号については、採決との意見がござ

いますので、お諮りいたします。 

 この際、請願を採決することに御異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、請願第11号の賛否を

お諮りいたします。 

 請願第11号について、採択すべきものとする

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

   〔賛成者挙手〕 

○重松委員長  挙手少数。よって、請願第11号

は不採択とすることに決定いたしました。 

 次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。 

 暫時休憩いたします。 

   午後１時０分休憩 

───────────────────── 

   午後１時１分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにいたしま

す。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。 

 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査については、継続審査といたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  御異議ありませんので、その旨、

議長に申し出ることといたします。 

 次に、１月22日に予定されております閉会中

の委員会についてであります。 

 暫時休憩します。 

   午後１時２分休憩 

───────────────────── 

   午後１時７分再開 

○重松委員長  委員会を再開いたします。 

 それでは、１月22日の閉会中の委員会につき

ましては、正副委員長に御一任いただくことで

御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  それでは、そのようにいたしま

す。 

 最後に、その他で何かありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○重松委員長  ないようですので、以上で委員

会を閉会いたします。 

委員の皆さん、お疲れさまでした。 

   午後１時７分閉会 
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